
議案第 82号  関 係資料

平成 23年 12月  6日  |

職員の給与に関する条例の一
部を改正する条例

1 改 正趣旨

特別区メ、事委員会勧告に伴い、職員の給料表を改正するほか所要の改正を行

なうもの

2 主 な改正内容

(1)給 存'表

公民較差 を解消す るため、平成 24年 1'」1博 か ら平均 0,207)の給料衣のけ|卜f

げを行な うを

<改 定を行な う給料表 >

行政職給料表(一)、行政職給料表(二)、医療職給料表 (■)、医療H戦給料表 (二)

(2)平 成 24年 3月 に文給する期末手当の特例措置

公民給 与つ 実質的均衡を原|るため、ギ戒 24年 3月 の期末手当について、げ

要の調整を行な う.調 整に当たっては、本年 4月 から 12月 までの給与支怜総

額及び本年度中に文給され,た期末勤勉手当の合言|額`に公民較差率 0.20%を 来

じて算出 Lノた額を平成 24年 3月 期の期末手当から減 じる。

3 規 桂整備の内容

別紙新旧対照表のとお り
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